
○魚沼市団体旅行誘客促進事業補助金交付要綱

令和3年3月15日

告示第62号

(趣旨)

第1条　この要綱は、団体旅行の誘客促進により観光交流の拡大を図り、地域経済を潤すことを目的に、市内の旅行事業者(以下「事業

者」という。)が行う団体旅行(以下「旅行」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関し

ては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところ

による。

(補助対象者)

第2条　補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条

例第31号)第2条第1号又は第2号に該当しない事業者とする。

(1)　旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定に基づく登録を受けた事業者

(2)　旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条又は住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第22条の規定により旅館業又は民泊業の許可を

受けた、市内に施設を有する事業者

(3)　市内に事業所を有する観光事業者

(令4告示37・全改)

(補助対象旅行)

第3条　市外を発地とする参加人数15名以上の団体旅行とする。ただし、募集型企画旅行の場合は、募集人数が15名以上の旅行とする。

(令4告示37・全改)

(補助対象旅行要件)

第4条　市外を発地とし、市内の宿泊施設を利用する宿泊旅行又は市内の観光施設等を利用する日帰旅行であること。

(令4告示37・全改)

(補助金の額)

第5条　補助金の額は、別表に掲げる額又は市内での観光消費に係る経費のいずれか少ない方の額とする。ただし、1回の旅行に対する

交付額の上限は、100,000円とする。

2　補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(令4告示37・一部改正)

(交付の条件)

第6条　規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1)　新規の来訪を目的とした旅行であること。

(2)　本補助金は、市内での観光消費に活用すること。

(3)　事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けるこ

と。

(4)　補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しなければならないこと。

(5)　補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。

(令4告示37・一部改正)

(補助金の交付申請)

第7条　補助金の交付を受けようとする事業者は、規則第4条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、別に定める日

までに市長に提出しなければならない。

(1)　旅行計画書

(2)　その他市長が必要と認める書類

(事業の変更又は廃止)

第8条　補助金の交付決定を受けた事業者は、補助事業の内容、補助対象経費の配分及び事業完了予定年月日の変更(次条に規定する軽

微な変更を除く。)又は事業の廃止をする場合は、規則第6条に定める補助金等変更(廃止)申請書を市長に提出し、承認を受けなけれ

ばならない。

(軽微な変更の範囲)

第9条　軽微な変更は、次に掲げる範囲とする。

(1)　補助対象経費の総額の10分の2に相当する金額以内の変更

(2)　事業計画の細部の変更であって、補助金額の増額を伴わない変更

(令4告示37・一部改正)

(実績報告)

第10条　補助金の交付決定を受けた事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに、規則第13条に定める実績報告書に次に掲げる書

類を添えて市長に提出しなければならない。

(1)　旅行報告書

(2)　支出を証する書類の写し

(3)　その他市長が必要と認める書類

(その他)

第11条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附　則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附　則(令和4年3月15日告示第37号)

(施行期日)

1　この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(魚沼市友好都市等体験ツアー市内移動交通費補助金交付要綱及び魚沼市教育旅行誘客促進事業補助金交付要綱の廃止)

2　次に掲げる要綱は、廃止する。

(1)　魚沼市友好都市等体験ツアー市内移動交通費補助金交付要綱(平成29年魚沼市告示第99号)

(2)　魚沼市教育旅行誘客促進事業補助金交付要綱(令和3年魚沼市告示第142号)

別表(第5条関係)

(令4告示37・全改)

https://www.city.uonuma.niigata.jp/reiki/reiki_honbun/r043RG00000134.html
https://www.city.uonuma.niigata.jp/reiki/reiki_honbun/r043RG00001071.html?id=j2_k1_g1
https://www.city.uonuma.niigata.jp/reiki/reiki_honbun/r043RG00001071.html?id=j2_k1_g2
https://www.city.uonuma.niigata.jp/reiki/reiki_honbun/r043RG00000134.html?id=j6_k1_g5
https://www.city.uonuma.niigata.jp/reiki/reiki_honbun/r043RG00000134.html?id=j4
https://www.city.uonuma.niigata.jp/reiki/reiki_honbun/r043RG00000134.html?id=j6
https://www.city.uonuma.niigata.jp/reiki/reiki_honbun/r043RG00000134.html?id=j13


申請者 第2条第1号

該当事業者

第2条第2号

該当事業者

第2条第3号

該当事業者

旅行区分 旅行業法の規定に基づく募集型企画旅

行又は受注型企画旅行であること。

学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、高等

学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、専修学校(高等課

程のみ)及び大学が実施する教育旅行であること。

補助金額

(日帰旅行)

誘客数に1,000円を乗じた金額とす

る。

対象外 誘客数に1,000円を乗じた金額とす

る。

補助金額

(宿泊旅行)

延べ宿泊者数に2,000円を乗じた金額とする。 対象外


